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日本製紙株式会社と特種東海製紙株式会社による段ボール原紙等の共同販売会社の

設立等に関する審査結果について 

平成２８年３月１８日 

公 正 取 引 委 員 会    

公正取引委員会は，日本製紙株式会社（法人番号8011501009422）（以下「日本製

紙」という。）と特種東海製紙株式会社（法人番号3080001014336）（以下「特種東海

製紙」という。）による段ボール原紙等の共同販売会社の設立等（以下「本件企業結

合」という。）について，日本製紙及び特種東海製紙から独占禁止法の規定に基づく

計画届出書の提出を受け，審査を行ってきたところ，本件企業結合は，一定の取引分

野における競争を実質的に制限することとはならないと認められたので，日本製紙及

び特種東海製紙に対し，排除措置命令を行わない旨の通知を行い，本件審査を終了し

た。 

第１ 本件の概要 

本件企業結合は，①日本製紙が，特種東海製紙が新設する子会社（本件製造会

社）の株式に係る議決権を２０％を超えて取得し，また，②日本製紙と特種東海

製紙が共同新設分割により段ボール原紙等の販売部門を統合した会社（本件販売

会社）を新設するものである。 

なお，本件企業結合では，日本製紙から，前記①について，独占禁止法第１０

条第２項の規定に基づき株式取得に関する計画届出書が，日本製紙及び特種東海

製紙から，前記②について，独占禁止法第１５条の２第２項の規定に基づき共同

新設分割に関する計画届出書が，それぞれ提出された。 

第２ 本件の経緯 

平成２７年 ９月１８日 株式取得及び共同新設分割に関する計画の届出の 

受理（第１次審査の開始） 

１０月１６日 報告等の要請（第２次審査の開始） 

１２月２５日 全ての報告等の受理 

（意見聴取の通知期限：平成２８年３月２５日） 

平成２８年 ３月１８日 排除措置命令を行わない旨の通知 

第３ 結論 

当委員会は，本件企業結合が一定の取引分野における競争を実質的に制限する

こととはならないと判断した（商品概要や審査結果の詳細については別紙参照）。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局企業結合課 

電話 ０３－３５８１－３７１９（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/ 
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日本製紙株式会社と特種東海製紙株式会社による段ボール原紙等の共同販売会社の

設立等に関する審査結果について 

第１ 当事会社 

日本製紙株式会社（以下「日本製紙」といい，同社と既に結合関係が形成され

ている企業の集団を「日本製紙グループ」という。）は，紙・板紙・パルプを製

造販売する会社である。 

特種東海製紙株式会社（以下「特種東海製紙」といい，同社と既に結合関係が

形成されている企業の集団を「特種東海製紙グループ」という。）は，紙・板紙・

パルプを製造販売する会社である。 

以下，日本製紙と特種東海製紙を併せて「当事会社」という。 

第２ 本件の概要及び関係法条 

本件は，①日本製紙が，特種東海製紙が新設する子会社（筆記・図画用紙，そ

の他特殊印刷用紙，その他加工原紙，重袋用両更クラフト紙，一般両更クラフト

紙，ライナー及び中芯原紙を製造する。以下「本件製造会社」という。）の株式

を取得し，また，②日本製紙と特種東海製紙が共同新設分割によりそれぞれの重

袋用両更クラフト紙，一般両更クラフト紙，ライナー及び中芯原紙に係る販売部

門を統合した会社（以下「本件販売会社」という。）を新設することを計画して

いるものである（以下，株式取得と共同新設分割を併せて「本件企業結合」とい

う。）。 

当事会社は，共に紙・板紙・パルプを製造販売しており，前記本件製造会社及

び本件販売会社が取り扱う製品について水平関係
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にある。 

なお，本件企業結合では，日本製紙から，前記①について，独占禁止法第１０

条第２項の規定に基づき株式取得に関する計画の届出が，日本製紙及び特種東海

製紙から，前記②について，独占禁止法第１５条の２第２項の規定に基づき共同

新設分割に関する計画の届出があった。 

関係法条は，独占禁止法第１０条及び第１５条の２である。 

第３ 本件審査の経緯及び審査結果の概要 

１ 本件審査の経緯 

当事会社は，平成２７年９月以降，本件企業結合が競争を実質的に制限するこ

ととはならないと考える旨の意見書及び資料を自主的に公正取引委員会に提出

し，当委員会は，当事会社の求めに応じて，当事会社との間で数次にわたり会合

を持った。その後，同年９月１８日に，独占禁止法の規定に基づき日本製紙から

株式取得計画の届出書が，日本製紙及び特種東海製紙から共同新設分割計画の届
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 同一の取引分野において競争関係にあることを指す。 

別紙 
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出書が提出されたので，当委員会はこれを受理し，第１次審査を開始した。当委

員会は，前記届出書その他の当事会社から提出された資料を踏まえつつ，第１次

審査を進めた結果，より詳細な審査が必要であると認められたことから，同年１

０月１６日に届出会社に対し報告等の要請を行い，第２次審査を開始するととも

に，同日，第２次審査を開始したこと及び第三者からの意見書を受け付けること

を公表した。 

第２次審査において，当委員会は，当事会社の求めに応じて，当事会社との間

で数次にわたり会合を持ち論点等の説明及び議論を行った。また，届出会社から

順次提出された報告等のほか，需要者，流通業者，競争事業者等に対するヒアリ

ング及び書面調査の結果等を踏まえて，本件企業結合が競争に与える影響につい

て審査を進めた。 

なお，届出会社に対する報告等の要請については，平成２７年１２月２５日に

提出された報告等をもって，全ての報告等が提出された。 

２ 審査結果の概要 

本件においては，本件企業結合により一定の取引分野における競争を実質的に

制限することとはならないと判断した。 

第４ 本件企業結合よる結合関係について 

１ 本件製造会社の設立 

特種東海製紙が，段ボール原紙，クラフト紙等を製造する島田工場を子会社（本

件製造会社）として分社化し，日本製紙が，本件製造会社の株式に係る議決権に

ついて２０％を超えて（３３．４％から５０％未満の範囲）取得し，同社を特種

東海製紙の連結子会社，日本製紙の持分法適用会社とする（本件製造会社の役員

について，その総数等については未定であるが，議決権保有割合に基づいて，当

事会社から派遣される予定である。）。 

本件製造会社においては，これまで特種東海製紙の島田工場が製造していた，

「①筆記・図画用紙」
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，「②その他特殊印刷用紙」

3

，「③その他加工原紙」

4

，

「④重袋用両更クラフト紙」

5

，「⑤一般両更クラフト紙」

6

，「⑥ライナー」

7

及

び「⑦中芯原紙」

8

をこれまでどおり製造する（本件製造会社では日本製紙グルー

プの製品は製造しない。）。 
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 ノート，便箋，帳簿などの仕様に適するよう製造された筆記用紙及び製図，スケッチブックなどの仕様に適す

るよう製造された図画用紙 

3

 小切手，手形，証券，グリーティングカード，地図，製図用紙，ファンシーペーパーなどの特殊な用途に使わ

れる紙 

4

 硫酸紙，耐油紙，防錆紙等の塗布，含浸などの加工を施して使用される紙 

5

 セメント，肥料，米麦，農産物などを入れる大型袋に使用される紙 

6

 粘着テープ，角底袋，包装用及び加工用などに使用される紙 

7

 段ボールシートの表裏や段ボール箱の中仕切りに使用される段ボール原紙 

8

 段ボールシートの内側（波状）部分に使用される段ボール原紙 
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２ 本件販売会社の設立 

日本製紙及び特種東海製紙が，共同新設分割により段ボール原紙及びクラフト

紙の販売部門を統合して本件販売会社を設立し，同社を日本製紙の連結子会社，

特種東海製紙の持分法適用会社とすることを計画しているものである（本件販売

会社の役員について，その総数等については未定であるが，議決権保有割合に基

づいて，当事会社から派遣される予定である。）。 

本件販売会社では，本件製造会社で製造される特種東海製紙の「④重袋用両更

クラフト紙」，「⑤一般両更クラフト紙」，「⑥ライナー」及び「⑦中芯原紙」

並びに日本製紙グループが同グループの工場で製造した「④重袋用両更クラフト

紙」，「⑤一般両更クラフト紙」，「⑥ライナー」及び「⑦中芯原紙」の販売を

担当する。 

なお，本件製造会社が製造した特種東海製紙の「①筆記・図画用紙」，「②そ

の他特殊印刷用紙」及び「③その他加工原紙」については，従来どおり全量を特

種東海製紙グループが引き取り，特種東海製紙の三島工場が製造する「②その他

特殊印刷用紙」及び「③その他加工原紙」並びに岐阜工場が製造する「②その他

特殊印刷用紙」と併せて販売する。 

３ 結合関係 

本件製造会社及び本件販売会社に対して日本製紙及び特種東海製紙が出資す

ることにより，本件製造会社と日本製紙及び特種東海製紙との間，本件販売会社

と日本製紙及び特種東海製紙との間で結合関係が生じるほか，本件製造会社及び

本件販売会社を通じて日本製紙と特種東海製紙との間に間接的な結合関係が形

成されることとなる。 

本件企業結合により，本件製造会社を通じて，①筆記・図画用紙，②その他特

殊印刷用紙及び③その他加工原紙について，日本製紙と特種東海製紙の間に間接

的な結合関係が形成されることとなる。この点について，当事会社は，本件製造

会社において，情報遮断措置を講じ，前記①から③に関する製造原価等の競争上

有意な情報について日本製紙に開示しないこと等としている。 

以上のように，①筆記・図画用紙，②その他特殊印刷用紙及び③その他加工原

紙については，当事会社は従来どおりそれぞれ独自に販売すること及び本件製造

会社において前記の措置等が採られることを前提とすれば，本件企業結合が，①

筆記・図画用紙，②その他特殊印刷用紙及び③その他加工原紙の競争に与える影

響は小さいと考えられる。 

したがって，以下では，④重袋用両更クラフト紙，⑤一般両更クラフト紙，⑥

ライナー及び⑦中芯原紙について検討した。 

第５ 製紙業界等の概要 

１ 製品概要 

(1) 段ボール原紙（ライナー及び中芯原紙） 
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板紙のうちライナー及び中芯原紙はいずれも段ボール原紙に分類され，波形

に成形した中芯原紙の片面又は両面にライナーを貼り合わせたものが段ボー

ルシートになり，この段ボールシートを使用して箱状に成形したものが段ボー

ルケース（段ボール箱）となる。 

(2) クラフト紙（重袋用両更クラフト紙及び一般両更クラフト紙） 

重袋用両更クラフト紙及び一般両更クラフト紙は，パルプを原料とした紙の

うち，漂白工程を経ないクラフト紙である。クラフト紙は，日本製紙連合会（以

下「連合会」という。）が公表している紙及び板紙の各品種分類表（以下「連

合会分類表」という。）では包装用紙に分類されている。連合会分類表におい

て，重袋用両更クラフト紙及び一般両更クラフト紙は，未ざらし包装紙に分類

され，一般両更クラフト紙は，さらに細分類としてその他両更クラフト紙の一

つに分類されている。 

主な用途としては，重袋用両更クラフト紙は米麦等の農作物，肥料，セメン

ト等を入れる大型のクラフト紙袋に，一般両更クラフト紙は角底袋，粘着テー

プ等に使用される。 

２ 市場規模 

紙・板紙の国内需要量は，平成１２年（３１９６万トン）をピークに３０００

万トン台で推移していたが，平成２１年に２７９１万トンまで大幅に落ち込み，

以降は約２７００万トンから２８００万トン台で推移している。 

製紙業者による紙の国内販売金額（平成２６年）は約１兆７９００億円，板紙

は約６９９０億円である。そのうち本件で検討対象となっている重袋用両更クラ

フト紙は約３３９億円，一般両更クラフト紙は約１５０億円，ライナーは約２９

７９億円，中芯原紙は約１７９０億円である。 

３ 商流 

紙・板紙は製紙業者から代理店や卸商を通じて販売される。 

４ 価格交渉の方法 

製紙業者は，紙・板紙の値上げを行う場合には，値上げの旨，希望する値上げ

幅及び出荷時期を公表する。これを受けて，代理店は川下事業者（卸商，需要者）

と交渉を行う。 

製紙業者の値上げは，いずれの品種についても，大手製紙業者間でほぼ同時期

に一斉に行われること及び値上げ幅並びに値上げ時期がほぼ同一であることが

特徴的である（ただし，製紙業者の公表したとおりに値上げが実現しているわけ

ではなく，前述の交渉の結果，値上げ幅は当初の公表内容より縮減され，かつ値

上げ時期も数か月単位で後ろ倒しになっていることが多い。）。 

以上のとおり，製紙業者間では，一斉にほぼ同内容の値上げを表明し，引き続
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いて各社が値上げに向けた既存の取引先との交渉を開始するという協調的行動

がみられる（一斉価格改定）。 

第６ 製品ごとの検討 

１ 段ボール原紙（ライナー及び中芯原紙） 

(1) 一定の取引分野 

ア 商品範囲 

(ｱ) 需要の代替性 

ライナーは段ボールシートの表裏に使用され，表面に内容物表示等が印

刷されることも多いことから，印刷適性を持たせた平滑性のある板紙であ

る必要があり，中芯原紙よりも外観上の品質も高い。他方，中芯原紙はほ

ぼ人目には触れない段ボールシートの中の「段」に使用されることから，

ライナーと違って表面の平滑性等の品質は特段求められない。そのため，

ライナーが段ボールシートの中心層に，中芯原紙が段ボールシートの外層

に使われることはなく，ライナーと中芯原紙の間に需要の代替性はない。 

(ｲ) 供給の代替性 

段ボール原紙のうちライナーは，多層抄きの抄紙機で生産され，ライ

ナーを生産している抄紙機で中芯原紙を生産することは可能である。他方，

中芯原紙を生産している抄紙機は，通常，一層抄きの抄紙機であり，また，

ライナーの製造工程の一部が省略されている場合もあるため，大幅な改造

や機器の増設を施さない限り，ライナーを生産するのは困難である。この

ように，ライナーと中芯原紙の間の供給の代替性は限定的である。 

(ｳ) 小括 

したがって，段ボール原紙については，「ライナー」及び「中芯原紙」

をそれぞれ商品範囲として画定した。 

イ 地理的範囲 

主要な段ボール原紙メーカーは，全国各地に段ボール原紙を販売できる体

制を構築している状況にあり，競争事業者や需要者によれば，多くの場合，

生産拠点の遠隔地に販売する場合であっても，全国同程度の価格で販売して

いるとのことである。また，大口需要者等は，全国各地の製紙業者から段ボー

ル原紙を調達している。 

以上から，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

(2) 競争の実質的制限についての検討 

ア 競争状況 

(ｱ) 当事会社の地位 

平成２６年におけるライナー及び中芯原紙の国内市場の状況は下表の
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(ｳ) 競争事業者の供給余力 

競争事業者の中には，過去５年以内に，段ボール原紙に係る抄紙機の新

設備を設置し ，生産能力を高めているもの，また，段ボール原紙に係る抄

紙機の設備を更新して生産量を増加させているものが存在しており，ライ

ナーの分野は，新規の設備投資が行われている分野である。 

供給余力の状況は抄紙機ごとに異なり，また，製紙業者は，需要に応じ

て，同一の抄紙機で併抄している紙を組み替えて，特定の種類の紙の生産

量を増加させることができる。そして，競争事業者においてライナーの生

産に用いられる抄紙機に関し，その生産余力をライナーの生産に投入する

ことを想定したとすると，一定の供給余力が存在すると考えられる。 

イ 輸入 

ライナーの国内市場において輸入品が占める割合が，直近において最も高

くても５％以下であり，現在でも僅少である。 

また，需要者及び代理店に対するヒアリング及び書面調査においても，ラ

イナーについては，品質，納期等の問題により，今後，輸入品が大きく増加

するとの意見はみられなかった。 

したがって，国内で生産されるライナーに対する輸入圧力は認められない。 

ウ 参入（他の品種からの切替えについて） 

ライナー市場については，多層抄きの抄紙機を保有している事業者であれ

ば，新規参入は可能であると考えられる。 

しかしながら，ライナーの市場規模は，他の紙に比べて横ばい又は微増傾

向にあるものの，競争事業者からのヒアリングでは，ライナーを新たに生産

するためには相当程度の設備投資等が必要となるとのことであり，実際，少

なくとも過去５年において，ライナー市場に新たに参入した事例は見当たら

ず，今後参入が行われることが見込まれるという特段の事情も存在しない。 

したがって，参入圧力は限定的と考えられる。 

エ 需要者からの競争圧力 

需要者からのヒアリングでは，主に需要者間の販売競争が激しいことや，

購買力を背景として，一定の価格交渉力を有していると回答するものが複数

存在する。実際，前記第５の４記載の一斉価格改定の際にも，購買力のある

需要者については，個別の交渉のときに値上げ幅を公表されたものから抑え

て提示されていたり，提示額が小幅であれば，値上げを受け入れないという

状況もみられている。さらに，比較的規模の小さい需要者の中にも，値上げ

に対してはメーカーを切り替えることなどにより対応するとしているもの

も存在している。 

したがって，比較的規模の大きい需要者を中心として，需要者からの競争
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圧力が一定程度認められる。 

(3) 独占禁止法上の評価  

国内のライナー市場における競争単位が一つ減少するものの，市場シェアが

２０％を超えるＧ社を含む有力な競争事業者が３社存在する。また，比較的規

模の大きい需要者を中心とした需要者からの競争圧力が一定程度認められる

ことから，本件株式取得により，当事会社が単独で，ライナーの取引分野にお

ける競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

また，前記に加え，新規の設備投資が行われている分野であることなども考

慮すれば，前記第５の４記載の一斉価格改定の状況はみられるものの，本件企

業結合により，同一斉価格改定がよりやりやすくなるとは言えず，当事会社が

他社と協調してライナーの取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと考えられる。 

２ クラフト紙（重袋用両更クラフト紙及び一般両更クラフト紙） 

(1) 一定の取引分野 

ア 重袋用両更クラフト紙 

(ｱ) 商品範囲 

a 需要の代替性 

重袋用両更クラフト紙の主な用途は，米麦等の農作物，肥料，セメン

ト等を入れる大型のクラフト紙袋の原料である。包装用紙の中でも特に

強度が要求される品種であるため，当該用途においては，他の品種の紙

で代替することはできない。したがって，重袋用両更クラフト紙とその

他の品種の紙の間に需要の代替性は存在しない。 

b 供給の代替性 

製紙業者では，１台の抄紙機で複数の品種の包装用紙（未ざらし包装

紙・さらし包装紙）を製造している実態が認められた。 

ただし，未ざらし包装紙のうち筋入クラフト紙及び片艶クラフト紙，

さらし包装紙のうち，純白ロール紙，片艶さらしクラフト紙及び薄口模

造紙はヤンキーマシン

9

がないと生産できないため，これらの品種とその

他の包装用紙の間には供給の代替性が存在しない。 

以上から，筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さ

らしクラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙全般に一定の供給の代

替性が認められた。 

                         

9

 ヤンキーマシンは抄紙機の一種であり，ドライヤーパートにヤンキードライヤーが設置されているもの。ヤン

キードライヤーは表面が鏡面仕上げされた円筒形シリンダーであり，湿紙をヤンキードライヤーの表面に張り付

けて乾燥させることで，片面だけ艶のついた紙になる。 
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c 小括 

前記bから，筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さ

らしクラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙全般に一定の供給の代

替性が認められた。しかしながら，供給の代替性が認められる品種間に

おいて供給者の構成が異なっていたり，供給者の市場シェアも品種ごと

に相当程度異なっていたりするため，一定の供給の代替性が認められる

点のみをもって，これらの品種全体をまとめて一つの商品範囲として画

定することは適当ではない。そこで本件では，重袋用両更クラフト紙と

その他の包装用紙の間には需要の代替性が認められないことを踏まえ，

「重袋用両更クラフト紙」を商品範囲として画定した。 

(ｲ) 地理的範囲 

大口需要者等は，全国の製紙業者から重袋用両更クラフト紙を調達して

いる。その輸送において地理上の制約はなく，地域によって価格が異なる

こともない。したがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

イ 一般両更クラフト紙 

(ｱ) 商品範囲 

a 需要の代替性 

一般両更クラフト紙は角底袋等包装用の原料として使用される。連合

会分類表において，一般両更クラフト紙と同じその他両更クラフト紙に

分類される紙に特殊両更クラフト紙があるが，一般両更クラフト紙及び

特殊両更クラフト紙の相違点は，前者が未ざらしであるのに対して，後

者は（やや白い）半ざらしであるという点のほか，特殊両更クラフト紙

は封筒用途に多く使用されており，需要者の中にも封筒の原材料といえ

ば圧倒的に特殊両更クラフト紙であると述べるものがあった。したがっ

て，両者の間の需要の代替性は限定的であると考えられる。 

また，未ざらし包装紙全体は，重袋用両更クラフト紙，その他両更ク

ラフト紙（一般両更クラフト紙及び特殊両更クラフト紙）及びその他未

ざらし包装紙（筋入クラフト紙，片艶クラフト紙等）の三つに大別され

る。その他両更クラフト紙は両面が滑らかでないのに対し，その他未ざ

らし包装紙である筋入クラフト紙及び片艶クラフト紙は，いずれも片艶

加工が施されているため片面が滑らかであり，見た目や印刷適性に大き

な違いがある。したがって，その他両更クラフト紙とその他未ざらし包

装紙（筋入クラフト紙，片艶クラフト紙）の間の需要の代替性も限定的

である。 

b 供給の代替性 

製紙業者では，１台の抄紙機で複数の品種の包装用紙（未ざらし包装
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紙・さらし包装紙）を製造している実態が認められた。 

ただし，未ざらし包装紙のうち筋入クラフト紙及び片艶クラフト紙，

さらし包装紙のうち，純白ロール紙，片艶さらしクラフト紙及び薄口模

造紙は，ヤンキーマシンがないと生産できないため，これらの品種とそ

の他の包装用紙の間には供給の代替性が存在しない。 

以上から，筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さ

らしクラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙全般に一定の供給の代

替性が認められた。 

c 小括 

前記bのとおり，筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片

艶さらしクラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙全般に一定の供給

の代替性が認められる。しかしながら，供給の代替性が認められる品種

間において供給者の構成が異なっていたり，供給者の市場シェアも品種

ごとに相当程度異なっていたりするため，一定の供給の代替性が認めら

れる点のみをもって，これらの品種全体をまとめて一つの商品範囲とし

て画定することは適当ではない。そこで本件では，前記aから，その他両

更クラフト紙（一般両更クラフト紙及び特殊両更クラフト紙）とその他

未ざらし包装紙の間の需要の代替性は限定的であること，一般両更クラ

フト紙と特殊両更クラフト紙の間の需要の代替性が限定的であると考

えられることを踏まえ，「一般両更クラフト紙」を商品範囲として画定

した。 

なお，一般両更クラフト紙の用途によっては，同じ用途に用いられて

いる紙等が存在しており，これらについては，隣接市場からの競争圧力

として検討した。 

また，筋入りクラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さら

しクラフト紙及び薄口模造紙を除く包装用紙については，一般両更クラ

フト紙との間で一定の供給の代替性を有することから，参入圧力として

評価できるか否か検討した。 

(ｲ) 地理的範囲 

大口需要者等は，全国の製紙業者から一般両更クラフト紙を調達してい

る。その輸送において地理上の制約はなく，地域によって価格が異なるこ

ともない。したがって，「日本全国」を地理的範囲として画定した。 

(2) 競争の実質的制限についての検討 

ア 重袋用両更クラフト紙 

(ｱ) 競争状況 

a 当事会社の地位 
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両更クラフト紙の生産に用いられる抄紙機に関し，その生産余力を重袋

用両更クラフト紙の生産に投入することを想定したとすると，相当程度

の供給余力が存在すると考えられる。また，競争事業者の中には，供給

余力を解消すべく，販売強化を図るとしているものが存在している。 

(ｲ) 輸入 

重袋用両更クラフト紙の国内市場において輸入品が占める割合が，直近

において最も高くても５％以下であり，現在においても僅少である。 

また，需要者及び代理店に対するヒアリング及び書面調査においても，

重袋用両更クラフト紙については，品質及び納期の問題により，今後，輸

入紙が増加するとの意見はみられなかった。 

したがって，国内で生産される重袋用両更クラフト紙に対する輸入圧力

は認められない。 

 

(ｳ) 参入（他の品種からの切替えについて） 

包装用紙の品種間に供給の代替性が認められることから（筋入クラフト

紙，片艶クラフト紙，純白ロール紙，片艶さらしクラフト紙及び薄口模造

紙を除く。），重袋用両更クラフト紙以外の包装用紙を生産している事業

者は，当該品種の生産を重袋用両更クラフト紙の生産に切り替えることは

可能であると考えられる。 

しかしながら，重袋用両更クラフト紙の需要は今後低減していくことが

予想されており，積極的に重袋用両更クラフト紙の生産に切り替えるイン

センティブは乏しいと考えられるほか，少なくとも過去５年において，新

たに参入した事例は見当たらず，今後参入が行われると思われる特段の事

情もない。 

したがって，参入圧力は限定的と考えられる。 

 

(ｴ) 需要者からの競争圧力 

流通業者等からのヒアリングでは，需要者が価格交渉力を有していると

いう者はほとんどみられず，前記第５の４記載の価格改定時期には，値上

げ幅や値上げ時期に多少の相違がみられるものの，ほとんどのケースにお

いて，値上げが行われている。 

したがって，需要者からの競争圧力が十分に働いているとは認められな

い。 

 

イ 一般両更クラフト紙 

(ｱ) 競争状況 

a 当事会社の地位 
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を解消すべく，販売強化を図るとしているものが存在している。 

(ｲ) 輸入 

一般両更クラフト紙の国内市場において輸入品が占める割合が，直近に

おいて最も高くても５％以下であり，現在でも僅少である。 

また，需要者及び代理店に対するヒアリング及び書面調査においても，

一般両更クラフト紙については，品質及び不良品対応の問題により，今後，

輸入紙が増加するとの意見はみられなかった。 

以上から，国内で生産される一般両更クラフト紙に対する輸入圧力は認

められない。 

(ｳ) 参入（他の品種からの切替えについて） 

一般的な非塗工印刷用紙との間や包装用紙の品種間に一定の供給の代

替性が認められることから（筋入クラフト紙，片艶クラフト紙，純白ロー

ル紙，片艶さらしクラフト紙及び薄口模造紙を除く。），非塗工印刷用紙

や他の品種の包装用紙を生産している事業者は，当該品種の生産を一般両

更クラフト紙の生産に切り替えることは可能であると考えられる。 

しかしながら，一般両更クラフト紙の需要は今後低減していくことが予

想されており，積極的に一般両更クラフト紙の生産に切り替えるインセン

ティブは乏しいと考えられる。実際，少なくとも過去５年において，新た

に参入した事例はほとんどなく，今後参入が行われると思われる特段の事

情もない。 

したがって，参入圧力は限定的と考えられる。 

(ｴ) 隣接市場からの競争圧力 

一般両更クラフト紙は，主に角底袋や粘着テープ等に使用される。紙袋

やショッピングバッグなどの用途において，特殊両更クラフト紙や両更さ

らしクラフト紙や純白ロール紙など様々な包装用紙等を原紙としたもの

が存在するほか，粘着テープ用途においては，ポリプロピレンが存在する

など，ほとんどの用途に代替品が存在している。 

一般両更クラフト紙はこれらの紙等と競合している状況にあることか

ら，一般両更クラフト紙市場に対し，両更さらしクラフト紙等の複数の隣

接市場からの競争圧力がそれぞれ一定程度働いていると考えられる。 

(ｵ) 需要者からの競争圧力 

需要者からのヒアリングでは，価格を重視して取引先を選択している様

子はうかがえる。しかしながら，取引量が小さいことなどを考えて，前記

第５の４記載の価格改定時期には，価格交渉をそもそも行わない，値上げ

はそのまま受け入れるといった需要者が目立った。 
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したがって，需要者からの競争圧力が十分に働いているとは認められな

い。 

(3) 独占禁止法上の評価 

ア 重袋用両更クラフト紙 

国内の重袋用両更クラフト紙市場における競争単位が一つ減少するもの

の，市場シェアが３０％を超えるa社が依然市場シェア１位で存在している

ほか，市場シェア１０％を超える有力な競争事業者が３社存在していること

から，本件企業結合により，当事会社が単独で，重袋用両更クラフト紙の取

引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考えられる。 

また，前記に加え，当事会社の市場シェアが減少傾向にあることも考慮す

れば，前記第５の４記載の一斉価格改定の状況はみられるものの，本件企業

結合により，同一斉価格改定がよりやりやすくなるとは言えず，当事会社が

他社と協調して重袋用両更クラフト紙の取引分野における競争を実質的に

制限することとはならないと考えられる。 

イ 一般両更クラフト紙 

国内の一般両更クラフト紙市場における競争単位が一つ減少するものの，

市場シェアが２０％を超えるＬグループ及びＯ社の２社の有力な競争事業

者が存在すること，そのほかにも一定の市場シェアを有する競争事業者が１

社存在すること，また，隣接市場からの競争圧力が一定程度働いていると考

えられることから，本件企業結合により，当事会社が単独で，一般両更クラ

フト紙の取引分野における競争を実質的に制限することとはならないと考

えられる。 

また，前記に加え，一般両更クラフト紙の市場規模は縮小傾向であるもの

の，市場シェアの変動が比較的大きい分野であることをも考慮すれば，前記

第５の４記載の一斉価格改定の状況はみられるものの，本件企業結合により，

同一斉価格改定がよりやりやすくなるとは言えず，当事会社が他社と協調し

て一般両更クラフト紙の取引分野における競争を実質的に制限することと

はならないと考えられる。 

第７ 結論 

以上から，本件企業結合により，一定の取引分野における競争を実質的に制限

することとはならないと考えられる。 

以 上 

 




